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令和７年度における中部地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 

第２章の運用状況等について 

 

令和８年６月２５日 

公正取引委員会事務総局 

中 部 事 務 所 

 

第１ フリーランス・事業者間取引適正化等法第２章1の運用状況 

１ 違反被疑事件の新規着手及び処理の状況 

⑴ 新規着手件数（第１表参照） 

令和７年度に新規に着手した違反被疑事件は 110 件である。 

 

⑵ 処理状況（第１表及び別紙参照） 

令和７年度の違反被疑事件の処理件数は 117 件であり、このうち、104

件について、①フリーランス・事業者間取引適正化等法第８条の規定に基

づく勧告又は②同法第 22 条の規定に基づく指導の措置を講じている。 

勧告件数は１件、指導件数は 103 件であり、勧告事件の概要は別紙１、

主な指導事件の概要は別紙２のとおりである。 

 

（第１表 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件の処理状況） 

年度 新規着手件数 

処理件数 

措置 
不問 計 

勧告 
指導 

（注２） 小計 

令和７年度 110 1 103 104 13 117 

令和６年度 
（注１） 15 0 0 0 0 0 

（注１）令和６年度は、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行された令和

６年 11 月から令和７年３月までの件数。 

（注２）指導には違反のおそれのある行為に対する指導の件数を含む。 

 

 
1 フリーランス・事業者間取引適正化等法第２章（特定受託事業者に係る取引の適正化）を公正

取引委員会及び中小企業庁が担当しており、同法第３章（特定受託業務従事者の就業環境の整備）

は厚生労働省が担当している。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 中部事務所 フリーランス課 

電話 ０５２－２２８－９４６４（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/ 
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２ 措置件数の業種別内訳（下図参照） 

   違反事件に係る措置件数は 104 件であり、業種別にみると、①学術研究、

専門・技術サービス業が最も多く 30 件（28.8％）、次いで②情報通信業が

21 件（20.2％）、③建設業が 18 件（17.3％）となっている。これは、これ

らの業種に属する事業者が多いこと、及びこれらの業種において特定受託

事業者に対する業務委託が多く行われていることが要因であると考えられ

る。 

 

（図 措置件数（104 件）の業種別内訳（日本標準産業分類大分類） 
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３ 違反行為の類型別件数（第２表参照） 

措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で 192 件であり、そのうち、

①取引条件の明示義務違反が最も多く 83 件（違反行為の類型別件数の合計

の 43.2％）、次いで②期日における報酬の支払義務違反が 75件（同 39.1％）

となっており、これら２つの行為類型で全体の８割超を占めている。 

 

（第２表 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反行為の類型別件数） 

違反行為類型 件数 割合 
取引条件の明示義務違反 83 43.2% 
期日における報酬の支払義務違反 75 39.1% 
受領拒否 0 0.0% 
報酬の減額 6 3.1% 
返品 0 0.0% 
買いたたき 12 6.3% 
購入・利用強制 2 1.0% 
不当な経済上の利益の提供要請 5 2.6% 
不当な給付内容の変更・やり直し 9 4.7% 
報復措置 0 0.0% 

合計 192 100.0% 
（注１）１つの事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている

場合があるため、違反行為の類型別件数の合計と第１表の「措置」の件数（「勧

告」及び「指導」の合計件数）とは一致しない。 

（注２）取引条件の明示義務違反については、取引条件の不明示のほか、一部の事項

の明示不備も含まれる。 
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第２ フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組 

１ 説明会等 

   公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を広く

周知するため、事業者及び事業者団体を対象として、当委員会主催の説明会

を実施しており、令和７年度において、中部事務所では１回実施した。 

   また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会

事務総局の職員を講師として派遣しており、令和７年度において、中部事務

所では 10 回派遣した。 

 

２ 相談対応 

公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年

間を通して、相談を受け付けている。令和７年度において、中部事務所では

307 件の相談に対応した。 

また、令和２年 11 月から、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルに

ついて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル 110番」

が設置されているところ、当該窓口の運営に当たっては、当委員会も関係省

庁として連携している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 
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令和７年度における勧告事件 

 

件 名 事件の内容 違反法条 勧告年月日 

中部電力㈱

に対する件 

中部電力㈱は、総務・広報、人事・労務、経理・

法務、研究・開発、設備の管理・評価等に関する支

援業務を特定受託事業者に委託している（以下、こ

れらの委託を「本件業務委託」と総称する。）とこ

ろ、 

⑴ 令和６年11月１日から令和７年９月17日まで

の間、特定受託事業者39名に対し本件業務委託

をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内

容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又

は電磁的方法により当該事業者に対し明示しな

かった。 

⑵ア 令和６年11月１日から令和７年９月17日ま

での間、特定受託事業者12名に対し本件業務

委託をした際に、報酬の支払期日を定めてお

らず、当該事業者に対し、当該事業者から役務

の提供を受けた日までに報酬を支払わなかっ

た。 

イ 令和６年11月１日から令和７年９月17日ま

での間、特定受託事業者２名に対し本件業務

委託をした際に、当該事業者から役務の提供

を受けた日から起算して60日を超えて報酬の

支払期日を定め、当該事業者から役務の提供

を受けた日から起算して60日を経過する日ま

でに報酬を支払わなかった。 

第３条第１項

（取引条件の

明示義務） 

第４条第５項

（期日におけ

る報酬支払義

務） 

R8.2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 
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令和７年度における主な指導事件 

 

１ 取引条件の明示義務違反（第３条第１項） 

① 情報通信業を営むＡ社は、IT サポート業務を特定受託事業者へ委託して

いるが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項の全部を明示しなか

った。 

 

② 電気・ガス・熱供給・水道業を営むＢ社は、社員研修の実施を特定業務受

託者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のう

ち、報酬の額及び支払期日を明示していなかった。 

 

２ 期日における報酬支払義務違反（第４条第５項） 

① 産業用機械の販売を営むＣ社は、保守点検・修理業務を特定受託事業者へ

委託しているが、業務委託をした際に報酬の支払期日を定めておらず、特定

受託事業者に対し、当該事業者からの給付を受領した日までに報酬を支払わ

なかった。 

 

② 道路貨物運送業を営むＤ社は、自動車部品の加工を特定受託事業者に委託

しているが、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払わなかった。 

 

③ 情報通信業を営むＥ社は、番組制作に関連する業務を特定受託事業者に委

託しているが、給付を受領した日から 60 日を超えて報酬の支払期日を定め、

給付を受領した日から起算して 60 日を経過する日までに報酬を支払わなか

った。 

 

④ 専門・技術サービス業を営むＦ社は、申請書の作成等の業務を特定受託事

業者に委託しているが、特定受託事業者からの請求書の提出が遅れたことを

理由に、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払わなかった。 

 

３ 減額（第５条第１項第２号） 

① 建設業を営むＧ社は、塗装工事等を特定受託事業者に委託しているが、特

定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額から一定率を減じ

ていた。 

 


